
ア 耐震化整備事業
地震発生時に自力で避難することが困難な方々が多く入所する社会福祉施設の安全・

安心を確保かるため、社会福祉施設の耐震化整備を促進する。

【補 助 率】 国１／２、都道府県等１／４、設置者１／４

【対象施設】

区 分 設 置 者

救護施設、更生施設
社会福祉法人又は日本赤十字社

（生活保護法３８条）

障害者支援施設
地方税法第348条第2項第10の4号及び第10の6号の規定により固定資
産税を課されないこととされている法人
（社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団・財団法人、特例民法法人
等）

（障害者自立支援法第5条第12項）

身体障害者更生施設

社会福祉法人

身体障害者療護施設

身体障害者授産施設（入所）

（障害者自立支援法附則第41条第1項）

知的障害者更生施設（入所）

知的障害者授産施設（入所）

知的障害者通勤寮

（障害者自立支援法附則第58条第1項）

精神障害者生活訓練施設

社会福祉法人又は医療法人精神障害者授産施設（入所）

（障害者自立支援法附則第48条）

知的障害児施設

社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団・財団法人、特例民法法人

盲ろうあ児施設（入所）

肢体不自由児施設（入所）

重症心身障害児施設

（児童福祉法第7条）

精神障害者退院支援施設
地方税法第348条第2項第10の4号及び第10の6号の規定により固定資
産税を課されないこととされている法人
（社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、特例社団・財団法人、特例
民法法人等）

（平成18年9月29日厚生労働省告示第551号）
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